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業務監査実施結果報告書 

事業者名 上信電鉄株式会社 実施期間 令和７年６月６日（金） 

検査箇所 高崎駅、上州新屋駅及び上州富岡駅 

監査項目 取組状況 所    見 所見に対する回答 

１． 利用者への情報提供に
関する事項 

 

（１） 駅構内、改札口付近、

ホーム、列車内での

情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ホームページ等による

情報提供に関する取組

状況 

 

 

・自社線の輸送障害時における利用者へ

の情報提供について、有人駅においては

急告板を使用するとともに、職員による

音声放送にて情報提供している。 

 

・無人駅においては、管理駅である高崎

駅、上州富岡駅及び下仁田駅の職員が管

轄する各無人駅へ音声放送を行い情報

提供している。 

また運転指令所から全駅へ一斉放送す

ることが可能なことから、状況に応じて

同所からも情報提供を行っている。 

 

・なお、車内及び有人駅においては多言語

の翻訳機を配備しており、日本語に不慣

れな旅客への案内も可能となっている。 

 

・輸送障害などが発生した場合、すみやか

にホームページ及び SNS にて情報提供

を行っている。 

 

 

・輸送障害発生時における利用者への情

報提供方法に関して、聴覚に障害を持

たれている方や放送を聞き逃してしま

った方への配慮として、例えば、貴社

ホームページの運行情報へアクセスで

きる二次元コードを駅のホーム等へ掲

示するなどの措置を行うことが求めら

れる。 

 
 
 
・輸送障害発生時における利用者への情
報提供方法に関して、聴覚に障害を持
たれている方への配慮として、各駅に
二次元コードを設置しホームページの
運行情報へアクセスできるよう行いま
した。 



様式２ 

 2 / 7 

 
 

 

 

 

 

 

（３）無料 Wi-Fi の導入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）輸送障害発生時の情報

提供に関する社員への

教育・訓練 

 

・なお、ホームページ及び SNS の多言語

化については、利用者が僅少であるこ

とから、実施されていない。 

 

・無料 Wi-Fi については、上州富岡駅と下

仁田駅に導入しており、ID 及びパスワ

ード不要で接続することができる仕様

になっている。 

また、導入している両駅には無料 Wi-

Fi が利用可能なことを表すステッカー

を貼り付け、利用者への周知も行われ

ている。 

 

・輸送障害発生時に利用者へ情報提供す

るための訓練については、随時、有人

駅ごとに実施するとともに、年１回、

社内合同訓練を行っている。 
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２． 計画運休に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・上信電鉄では、直近で令和６年台風１０

号の接近に伴い南蛇井から下仁田間で

計画運休を実施した事例があり、計画運

休を実施する際は、最新の天気予報を確

認しつつ社内の関係部署で協議を行い、

幹部が最終決定している。 

 

・情報提供については、ホームページや

SNS 等で行うとともに、沿線学校をはじ

め沿線市町村連絡協議会の構成員であ

る自治体へもプッシュ型で情報提供を

行っている。 

 

・計画運休を実施する場合の事前の情報

提供については、引き続き沿線学校をは

じめ沿線市町村連絡協議会の構成員で

ある自治体へ行われることを期待する。 

・引き続き沿線学校をはじめ沿線市町村
連絡協議会の構成員である自治体へ丁
寧な説明を行うようにしてまいりま
す。 

３． 他の交通モードとの連
携に関する事項 

 

・上信電鉄では、グループ会社にバス・タ

クシー会社があることから、輸送障害発

生時の状況に応じて柔軟に対応できる

体制が構築されている。 

 

・特に、台風の接近など事前に運休が予想

される際は、提携しているグループ会社

のバス会社等から上信電鉄に対し、代行

輸送実施有無の問い合わせを受けるこ

ともあり、グループ会社という強みを活

かし日頃より双方向での連携が図られ

ている。 

 

・代行輸送の手配に関して、グループ会社

の強みを活かし、要請が鉄道事業者から

の一方通行ではなく、バス会社からも連

絡が来るなど、双方向での連絡体制が構

築されている点は評価できる。 

 

・引き続き双方向での連絡体制を維持し

輸送障害発生時における代行輸送が円

滑に実施されることを期待する。 

・引き続き代替輸送を必要な場合に速や
かに開始できるよう代替輸送実施にか
かる連絡体制や代替バスの手配等の対
策を継続してまいります。 
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４． 帰宅困難者対策に関す
る事項 

 

・上信電鉄の駅施設内においては、これま

で帰宅困難者が発生する事例は生じて

いないが、駅施設の収容能力等を鑑み

て、各駅に近い避難所へ移動していただ

くこととしている。 

  

・帰宅困難者対策に関連する訓練として

は、令和７年１０月に高崎市及び高崎警

察との合同訓練が高崎駅で実施されて

いる。 

 

  

５． ダイヤ改正における沿
線自治体等への事前説
明に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・直近のダイヤ改正は、平成２６年６月に

富岡製糸場と絹産業遺産群が世界文化

遺産に登録されたことに伴う上州富岡

駅の増便であり、減便等が伴うダイヤ改

正は行われていない。 

 

・万が一、減便せざるを得ない状況が発生

した場合は、必要に応じ沿線自治体等へ

事前説明を行うこととしている。 

 

・今後、減便せざるを得ない状況が発生し

た場合は、関係する沿線自治体等へ丁寧

かつ十分な説明を行うことを期待する。 

 

・今後、減便せざるを得ない状況が発生し
た場合は、可能な範囲で検討段階より
関係沿線自治体へ丁寧な説明を行うよ
うにしてまいります。 

６． 賠償責任保険への加入
状況 

鉄道事業者が列車の運行によって旅客や

他人の身体に損害を与えた場合に適用さ

れる損害賠償責任保険について、適切に

加入されていることが確認できた。 
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７． 無人駅における対応に
関する事項 

・無人駅における利用者への情報提供に

ついては、管理駅である高崎駅、上州富

岡駅及び下仁田駅の職員が管轄する各

無人駅へ音声放送を行い情報提供して

おり、放送設備の不具合等の点検につい

ても定期的に実施している。 

 

・車椅子利用者が無人駅を利用する際は、

上信電鉄本社へ電話等で申込みを行い、

乗降時は運転士が介助することにより、

車椅子利用者が長時間待つことなく乗

車できる体制となっている。 

 

・引き続き、特に移動制約者の方々が円滑

に利用できるようサービス水準を維持

することを期待する。 

 

・今後も移動制約者の方が不便なく利用
できるように可能な限り環境整備を進
めてまいります。 

８． 乗車券販売窓口に関す
る事項 

・上信電鉄においては、有料特急列車がな

いことから、これら乗車券類を販売する

特別な窓口は設置していない。 

 

・なお定期券類の販売窓口は、各有人駅に

設置している。 

 

  

９． 運賃等に関する事項 ・各駅において運賃・料金表が正しく掲示

されており、また有人駅においては旅客

営業規則を備え付けている。 

 

・運賃誤収受等の対策については、券売機

の釣り銭装填ミスによる誤収受が生じ

・運賃・料金の正確な収受は、運賃制度

を適正に運用するための基本的事項で

あるため、日頃より行っている券売機

の釣銭装填ミス防止に関する取り組み

を継続して行うとともに、現金以外で

の運賃支払い方法に関しては継続して

・運賃・料金の正確な収受は、基本的事項
の重要性を認識し、複数人でのチェッ
ク体制及び確認・報告の徹底をしてま
いります。 
また、現金以外の収受についても今後、
沿線市町村連絡協議会と協議してまい
ります。 
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ないようマニュアルを整備し、手順を遵

守することが徹底されており、これまで

誤収受は発生していない。 

 

・上信電鉄における切符購入方法につい

ては現金のみとなっており、１日乗車券

に限り、GunMaaS（グンマース）による事

前購入が可能となっているが、キャッシ

ュレス決済導入の実証実験を行うなど、

新たな運賃支払い方法の検討は引き続

き行われている。 

 

・個人情報の取り扱いについては、施錠で

きる保管場所で適切に保管しており、遺

失物については管理駅である高崎駅、上

州富岡駅及び下仁田駅に集約され一定

期間保管したうえで警察へ届出してい

る。 

 

検討されていくことを期待する。 

１０． 移動等円滑化の対
応状況に関する事項 

・特別な接遇マニュアルの策定はないも

のの、移動制約者等に対する声かけサポ

ートを積極的に行うよう社内通達を行

い、職員の意識浸透を図っている。 

  

・なお、バリアフリーに関する研修の実施

については、今後検討することとしてい

・バリアフリーに関する研修の実施など

を通じ、職員のさらなる意識浸透及び知

識向上が図られることを期待する。 

 

・移動制約者の方に関するバリアフリー
の研修・訓練を通じ、職員の対応力向上
や接遇の向上を目指してまいります。 
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る。 

 

優良事例  

 
 
 


